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〔教育福祉研究第6号 2000)

調査ノート:貧困の世代的再生産の構造(1)
一一北海道A市における離婚母子世帯分析一一

はじめに一分析視角の若干の検討一

いわゆる貧閣の世代的継承に関する事実は、こ

れまでにも調査研究を重視する研究者から、部分

的あるいは断片的に指摘されてきている。しかし

そのことを前面に掲げた謂査研究や議論もそれほ

ど進んでおらず、欧米などの文献からの関連する

貧困研究の紹介といったような形で、散見する程

度である(~

実際には、骨子世帯研究の一環として、事実と

して 2世代に渡る生活保護の継法の事実が指摘さ

れるような場合がほとんどである。あるいはジェ

ンダー・フェミニズムの損点から、いわゆる

困の女性化」として一般的に語られる場合が多

い(2)。そして、おそらくこの開題が、たとえば貧困

高齢者一人暮らし世帯の生活問題、あるいはわが

閣でも最近大きな課題となっているホームレス問

題、さらに児童福祉施設で暮らす子どもの問題な

どと、その基底においては関連していることが推

測されたにしても、これらの連関図を意識した貧

圏の連鎖構造を対象とする研究があるわけではな

い。その点においては、なお関連する研究はその

「底が浅い」というべきなのかもしれない。

ところで、母子世帯が離婚や死別によって費函

な生活を余犠なくされる場合が多いのは紛れもな

い現実である r貧闘の女性化」は事実としても正

しい。しかし問時に、現代においては、母子世帯

もまた、たとえば母親の学歴一つをとっても、大

きな格差が形成されてきていることからも推測さ

れるように、実擦には「就労の安定・不安定Jや

「サポート・ネットワークJなどの差を基礎にして、

大きな生活水準格差などが形成されていると考え

られる。

青木 紀

したがってこの場合、社会階層的な視点とも関

して(ここではさしあたって所得階層や職業階

寝を念頭においている)、その中でさらに貧困の

「継承」という問題意識を徹底させて見ていくと、

最下層の貧困母子世帯のかなりの部分が、むしろ

「食間だ、ったから」こそ早期妊娠・出産、離婚など

が促進され、再び貧困を継続し、離婚したから「貧

閣になった」のでは必ずしもないといった現実も

見えてくる{九またジェンダー視点、からの分析も

より深みそ持って、いいかえれば母子世帯問題が

一様ではなく、「階曙性Jを帯びていることが見え

てくる。あるいは生活保護受給層に焦点を当てて

みた場合、一時的に生活保護受給によって少なく

とも極貧常態からは免れることはあったにして

も、その後も相変わらず展望が見えないまま貧閤

の状態に滞留している階層が形成されていると

いったことも見えてくる。

しかし、どうしてそのようなことが、それなり

に生活保護制度を中心した社会福祉・社会保障制

度がある中で現実化するのか。貧臨は、しばしば

当人の行為と密接に分かちがたく存在していた

り、少なくともそのように「見えるJ場合も多い。

したがってたとえば、だれもがわかる不利な行為

(学校中退、早期出産、繰り返す離職・転職、ギャ

ンブル・借金そして離婚など)を、なぜ、すでに不

利な状態にある人々がさらにとらざるをえないの

かといった問題意識を持ったとしても、その解釈

は容易なものでないし、しばしばいわゆる「犠牲

者のせいにするJ (blaming the victim)といった

説明と結合してしまう。だがそのような閤難は

あっても、周閣の人々の社会的栢亙行為や価値

観・規範、あるいはさまざまな制度や関係機関の

対応のあり方などと関わって不利が増輔され、結
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として貧圏を継求せざるを得ないとしたら、そ

れは彼らが苦しむ貧国が、やはり社会的に「再生

されているというべきではないか、これがこ

こでの問題意識である{叫。

とくに世代的に貧臨を継承するということは、

いうまでもなく当該世代だけでなく、次世代の子

どもが、家庭生活の再生産の中で不利を背負うと

いったことだけでなく、学校や社会福祉施設(家

族崩壊に伴って関わるかもしれない)の中での生

活にもしばしば不利を負うことを意味するが、そ

れが制度とその中の「構造的」な問題と関わって

いるとしたら、貧困の世代的再生産といった問題

意識は、当然そこまで射程に含まねばならないで

あろう。

とはいえ、以下紹介していく今聞の謂査結果が、

以上のような問題意識を明確に持って設計された

結果かといえば、とくに母親の自立に向けた

藤J r母親や子どもの学校経験」という領域ではあ

まり焦点化しえなかった。またこれが学部学生の

「社会調査実溜」ということを主要な任務としてい

たことから、実際の「開き取り」でもいくつかの

不十分さを伴うものであった。

しかしそうではあっても、今回の識査は、大都

市などに点在する母子世帯を「って」によって訪

問する調査ではなく、またしばしばやられている

母子寮における調査でもなく、ある地方の特定の

地域社会という比較的狭い場を対象に、それなり

に貧臨の世代的再生産という視点を組み込み、質

問調査を作成したのも確かである。そしてそれら

が、当然のことながら、結果的には、社会指層的

視点から母子世帯を捉え誼すことになり、あらた

めて上述したような分析諜角の検討を必然化させ

た。しかもそれだけでなく、これはわれわれの調

査前の見開からする仮説でもあったのだが、従来

は「貧国のコミュニティ形成」といったことは欧

米での出来事といった印象があったのだが、まさ

に類似する形態が日本でも形成されてきているこ

とを実証することを意識したのが、この調査で

時間30分ほどの位置にあるA市、 B地区(1998年

12丹末時点で2，899世帯、 5，819人、 65議以上比

30.6%という高齢化が進んでいる地域で、この

時点では母子世帯は 72世帯、うち死別世帯6、離

婚・その地66、さらに生活扶助世帯28であった)

を調査対象地に選択した。なお調査時点にもっと

も近い数字では、 1999年9月1日時点で68母子

世帯であり、うち 45世帯が地元民生委員を通じて

調査の「承諾」を得た(当方からお願いしたのは

離婚母子世帯約40ということであった)世帯で

あった。しかし、調査臼時の限定や実際的な調査

閤難(当人の夜勤ゃいわゆる疫の仕事でなかなか

会えない、こちらの都合がつかなかった、電話が

止められていたり、訪ねていっても応、答がなかっ

たなどなど)で、結果的に訪問できたのは 30世帯

となり、うち 3世帯の死別母子世帯を含むものと

なった。

賞国母子世帯の形成と堆積

一調査冊子世帯の性格一

その醸史性にもかかわってであろうが、北海道

においては、家族関係のある「自由さ」もあって

か離婚率は全国的に見ても高い。もっともそれが

本当に家族関係の「自由さJ に基づくものか、そ

れとも貧間・不安的な生活基盤の相対的大きさに

基づくものかはわからない。しかし、よく指摘さ

れる生活保護率や留民健康保険の赤字額などの高

さからすると、愛国が大きな影を落としているの

はほぼまちがいない。

いずれにしても離婚率高いことは、たとえばF単

親(母子・父子)家庭生活実態調査報告書~ (北海

1996年)によっても明

らかで、そこでは「全国母子世帯等調査結果(平

成5年度)Jなどとのデータを比較し、母子世帯に

離婚世帯が占める比率は、全国平均が64.3%に対

して北海道は 72.8%となっていることを指摘し

ている o(以下街りのない隈り、北海道全体の動向

を示す数値は、母子世帯の全体像をもっともよく

あった。 統計的に分析している、この のそれを

かくして具体的には、札幌市からおよそ車で1 使用する)(5) 
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表1 調査地帯の概況(I)
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t設帯番号
母親年齢 子ども年齢と 閑居室長族数 離婚前・離婚時の 年収概算

就職状況
(歳) 人数(歳) (人) 居住地 (万円)

l 34 6、4 3 福 間 100~200 (180) 

2 35 12、3 3 道 内 200~300(204) 

3 36 14、10 3 池 フE 100~200 ノTート(清掃)
4 36 13、11、8 4 i道 内 200~300 ノTート(農家)

5 37 12、10 3 宇し 幌 200~300 ノTート(衣料)

6 39 20、18、15、13 4 道 i今 200~300 ノ~-ト(農家)

7 39 16、13 3 士1出 フE 200~300(228) ノ~-ト(ì資婦)

8 40 20、18、16 3 士急 JG 300~ ノfート(事務)

9 40 20、17、14、5 3 茨 城 200~300(207) 病気

10 41 14 2 土也 フE 100~200 ノ~-ト(加工)

11 48 20、15 2 名古鼠 100~200 ノ~-ト(仕立)

12 49 28、25、23、15、12、11 4 土也 フむ 200~300 ノfート(外交主要)
13 52 32、14 2 100~200 

崎嶋崎 W 岬 E 占拠晶恥ー+・ 州圃幽明抽勾両世帯崎戸凶 a 四 ・世判胆両陣世桝...同伴ー

14 30 9 2 100~200 

15 47 2 地元 300 常勤(事務)
-・幅崎市鴨相同昨年 司同町、幅四令.-岨，骨『内伸い 市神梢仲噌匂..当俳句件恥#山崎砕 a峰山白山 ー・四岡田守恒司・司.-同恒輔曹司同 咽自白陣曹関曹関司W咽.園田・・・

16 30 5 2 東京 100~200 失業中(藤用保険)
17 31 7 2 士也 フじ 200~300 常勤(製造)
18 31 11 2 福 弁 200~300 常勤(製造)
19 39 20、15 2 キL 幌 500~700 常勤(宥護婦)
20 39 15、12 3 広 島 300~500 常勤(寮母)
21 40 14 2 キL 幌 200~300 (300~) 常勤(調理)
22 41 20、18、16、6 4 士也 JG 100~200 ノfート(農家)
23 42 9 2 地 フじ 100~200 常勤(製造)
24 42 16、l3 3 キし i続 300~500 予言動(事務)
25 45 20、18 2 道 内 100~200 失業中(藤用保険)
26 46 19、17 3 地 フ巳 300~500 常勤(介護職)
27 48 25、22、19、15 2 i議 内 100~200 ノfート(サービス)

注 1)世帯番号 1~13 までは生活保護受給世帯、 14~15 はかつて受給していた世帯。 16~27 はそれ以外の世帯。
2 )年収概算の( )内は調査者側の再計算による数字、それ以外は質問紙の仁和の記入によるo

そのことを前提に表lを見ておこう。これは、

調査した 27世帯を生活保護を受給しているかど

うか、あるいはその経験があるかどうかを毘分の

一つの基準に、さらに本人の年齢を加味して並べ

たものである。まず年齢別では、 30代 13人、 40代

13人、 50代 l人でほぼ40歳前後を中心に構成さ

れており、 30代の離婚母子世帯の全体に占める比

系が北海道では全国より高いことからすると (W報

)、ここでの調査世帯も北権道の特徴を反映

しているO

このうち、これらの世帯がどこからこのA市に

ってきたJ r流入してきた」かを見ると、道外

6、札幌6、道内他市町村5であり、地元への環

流は合計 17世帯、地元で結婚・離婚し、そのまま

とどまっていたのは 10世帯であった。両者とも

に、その理由はほとんどが「競がいたから、兄弟・

姉妹がいたからJ である。この場合、当地が18産

炭地でもあり、かつての炭坑住宅の存在もまた、

まずは離婚後の「住宅確保J という基本的な課題

と関わって、少なからぬ影響を与えていることが

住吉される。

ところで、先の『報告書』によれば、北海道全

体では「母子家庭になった居住地が他の市町村で

あった」としているのは離婚母子世帯の 31.0%と

なっており、年齢階層的には 20競から 39歳層で

平均数儲を上回り、若い母子世帯ほど移動してい

る傾向(親を頼ってかどうかはわからないが)が

確認されている。また「転居したかどうか」とい

う視点、からの設問では、その屈答は死別と離婚を

比較すると、死別世帯で「変えていない」が 64.2%
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と高いのに対して、離婚世帯では47.4%と低く

なっていることも注日される。つまり市町村を越

えた居住地の変更はあったかどうかは別として

も、離婚世帯の場合少なくとも半数以上は 1回以

上は転居している。さらに生活の基礎ともなる住

宅状況については、一般のアパートなどの賃貸が

38.7%、公営住宅が27.2%、親の家に同震が

15.4%、持ち家が12.5%(ちなみに苑弼母子世帯

では56.3%)となっている O その点からすると、

やはり今聞の調査は、「移動」経験ある世帯を多く

含んでいることとなる。

だがいうまでもなく、親や兄弟・姉妹あるいは

知り合いを頼って地元に戻ってきたにしても、そ

こで「いい仕事」が見つけられない限り、あるい

は援助してくれる・できる「親J の存在などがな

い摂り、その生活は生活保護のなどの支えを必要

とするし、それをしなければさらに生活は窮乏化

することとなる。生活保護を受給しているかどう

かでいえば、受給世帯13、受給「経験あり Jが2

世帯、受給「経験ない」が12世帯であり、調査に

当たっては生活保護受給世帯を「含めて」という

条件で「お醸しりしたこともあり、結果的にかな

りの多い割合で、生活保護受給世帯が調査対象と

なった(6)。また年収水準については、表1の通り

で、受給世帯は200万円前後が多くを占めている

といっていいが、非受給世帯の中にも、ほとんど

受給世帯と変わらない、いわゆる要保護罵が多く

含まれていることも見ておきたい。

なお、これらの調査世帯の収入水準から見た位

を確認するために、道内母子世帯の年収別構成

をざっと確認しておくとげ報告書~)、離婚母子世

帯では、 200 万円未満が 55.7%、 200~300 万円が

28.6%、 300~500 万円が 12.3%、 500~700 万円が

2.7%、700万円以上が0.8%となっている(なお

生活保護を受給している世帯は22.5%)。さらに

また「経済的菌窮Jの「あるJ rなしりの回答では、

ほぽ400万円を基準に「ない」が「あるJを上回っ

て来ていることからすると、 400万円という水準

が母子世帯の考える「安定した自立生活」の基準

と克てもいいのかもしれない。その基準(調査時

点のず、れがあるとはいえ)からすると、経済的に

安定して「自立」しているのは、この調査対象世

帯の中では4、5例にすぎないといえる。

2 不安定な生活構造と離婚原因の階層性

ジヱンダー視点とも関わって一

(1 ) 継承する出発点からの貧国

ラフな開き取りでも、あらためて生活史という

点から克た場合、調査対象母子世帯のかなり部分

が、結婚という人生のスタート持点からすでに、

ある「不安定さJ を予測させるような事実を内包

していることが段目される O すなわち、結婚とい

う人生の門出の時点で、いってみれば彼らの親の

貧困とその継承を象徴するがごとしたとえば調

査世帯の中では実に 27世帯中、 16世帯が結婚式

を「挙げていない」のであり、さらにその中には、

かなりの数で早期結婚・出産、再婚、そして夫婦

の年齢格差がきわめて大きい場合などがしばしば

られる。

もちろんこのように見ることは、今日の欧米を

中心とする世界の単親・未婚家族の増加などの潮

流からすれば、場合によっては「偏見J とも受け

取られる恐れなしとはいえない。だがその欧米で

すら、北欧などの例で見られる動きを別にすれば、

やはり主流は貧臨層にあるように(7)、基本的には

以上のような特徴も、階級的性格(社会階層的性

格)を帯びた結婚、すなわち、人生の伴但もまた

その狭い「眼定」の中で選択せざるを得ないよう

な、その基礎に貧国おいた生活の中から規定され

てきたであろう結果だと考えられる。

とくにわが国の「通常J の社会規範からして、

このようなことは、親がある程度の生活を営み、

地域社会や職場の中で一定の地位がある場合、い

いかえれば社会のメイン・ストリームの上で生活

している場合は「考えられなしりといっていいほ

どのこと(一般的には結婚式の援助などを通常は

ある程度行うこと、あるいは無理にでも結婚式を

「行わせるJ)と考えると、彼らの親の賠躍もまた、

その多くが石炭産業の壊滅という産業再編の中

で、時代の「流れに」うまく乗れなかった妻君臨家
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族であった可能性が強い。

たとえば具体的な慨を挙げると(世帯番号10)、

炭坑で働く家庭に生まれた本人(妻)は地元の高

校を卒業後札!躍に出たが、その後再び地元に帰り、

美容院のアルバイトや保険会社の事務をしてい

た。別れた夫の父親もまた炭坑で働いていたが、

夫が中学生の持両親が離婚し、子どもが6人だか

7人もいたために、札棋の養護施設に預けられた。

中学卒業後兄弟がいた地元に帰って炭坑の下請け

で働いていた。その時兄の友だちとして知り合い、

23歳、夫24歳の時、子どもができて結婚しょ

らなしりという回答もしばしば見られたことであ

る。しかもそこでは、親の世代もまた「母子J r父

子J (たとえば世帯番号1)あるいは「生活保護」

世穫を経験(たとえば世帯番号2)している例も

散見されるのである。

(2) 離婚の措麗的性格

離婚の原閤に関連してまず見ておきたいのは、

とくにその原菌が経済的なことに起臨していると

考えられる場合、調査対象世帯の本人とともにそ

の夫も一般的にかなり低い学躍しか持たないだけ

でなく(中卒、高校中退、高卒がほとんど)、しか

うとした。しかし夫があまり熱心に働かない人 もしばしばその夫の も暖味なままに、結

だったので、周囲に反対され「かけおち」のよう

に届け出だけをした。その後すぐに働かない、ギャ

ンブル、飲酒、そして暴力をふるうようになり、

結局4年しか続かなかった。最終的に「別れよう

と決めたのは赤ん坊のミルク代にまで予を着けた

ことだ、ったおそして離婚の時は「子どもはやるか

ら出て行けと……」。

すなわち、ある意味では、親の世代が現在なお

かつての炭坑住宅になお住み続けていること自体

が、石炭産業の壊滅に伴う過疎地域 (deprived

area)を「出るに出られなかった」ということに

見られるごとく、社会から「取り残されたJ r排除

された」性格を帯びているとすると、都会に出た

恵子や娘たちの結婚式にも「援助しないJ rできな

いj 親子関係が生まれてくることは想像に難くな

い。そして上記の例においては、かろうじて石炭

産業が「生き残っていたJ段階において、すでに

犬の側の家族は「崩壊家族」として存在していた

ということであろう。実際調査では、本人の家族

のみならず、夫の側の生家・家族の職業などにつ

いてもできる限り開いているが、世間的に「安定

しているjと判断してよいような職業は少ない(そ

の多くは炭坑関連だが必ずしも本工ではない、あ

るいは閉山後に就業した建設関連などであり、そ

の後の生活の水準の低さは年金額などからも判断

しうる)。その中でさらに気になったのは、開く倒

の問題や間かれる側の「話したくない」というこ

とがあったにせよ、夫側の家族に関しては「わか

婚生活をスタートさせていること、さらに仕事は

していたにしても、親世代に続いて「安定」した

と思われる仕事は少なかったと判断されることで

ある。とくにこのうち学歴についていえば、夫婦

のどちらかあるいは両方が中卒ないし高校中退を

含む夫婦であったのは、生活保護受給世帯で10、

それ以外で8であった。したがって当然、彼らの

多くが選択できる仕事も「初めからJ 限られてい

たことが推澱できる。

さらにそれだけでなく、ここでその後の母子世

帯の生活の「官立J ということに関わって注目さ

れるのは、離婚前の生活スタイルである。すなわ

ち、結婚した夫婦の間で、夫の僻の安定した仕事

の確保が難しい場合、一般的には「共稼ぎ」とい

うスタイルをとり、菌難を乗り切ろうとするかも

しれない。しかしここで見ておきたいのは、これ

は必ずしも調査世帝に眼ったことでないにせよ、

調査世帯の母親(費)の多くが、夫の転職の繰り

返しなどが生活の不安定牲を示しているにもかか

わらず(少なくとも調査者側からはそのように思

える)、結婚と問時に仕事を「辞めている」事実(17

世帯)、あるいはパートへと変わっていることであ

る。

この場合、離婚前にどんな夫婦の間の、たとえ

ば性別役割分業に対する考え方などに代表される

ジェンダー認識があったかは関接的に推測するに

すぎないが、やはりそのスタイルは経済的には不

利がさらに不利を呼ぶ、ような生活スタイルをとっ
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ていたと考えられるのである。しル功〉えれば離婚

前のおそらく「家計内の不平等}8)の形成を通じ

て、不安定構造を結果的にさらに加速する基盤が

あったと考えられる。その点からすると、同じ

業主婦」という言葉であっても、その語感がもた

らす、都会の一定の「安定した収入のあるサラリー

マンJ の主婦といったイメージとはかなり距離を

持った、離婚前の妻の姿が浮かび、上がってくる。

この場合、一般的にも社会階簡と夫嬬間のジェ

ンダー認識の涯をめぐっては、とくに最近では「少

子化」ゃいわゆる「夕、プルインカム・ノーキッズJ

などとも関連して、むしろたとえば性別役割分業

意識などは、社会的に高い階居の方が弱く、低い

階層の方が強く保持されているようだが(9)、その

ことがもっとも当てはまるのが、このような最底

辺階層の貧顕母子世帯の離婚前の姿であったので

はないか。そうだとすれば、したがってそこでは、

近年の不況の影響によって、夫の簡に問題が生起

し(なお聞き取りによれば、妻側がかなり共通し

て指摘していたのが、職場での「人間関係」に悩

む夫の姿であったことにも注目しておきたい)、そ

れがギャンブル、アル中や家艦内暴力へと繋がっ

ていくことはそれほど不思議なことではない。ま

たその不況がその後の母子世帯の生活にも、失業

という形で直接影響していることは、諦査世帯の

中にも事例として表れている。

いってみれば、女性の自立と男性の自立、両方

が必要なのに、それが確保されないまま貧困に

よって離婚が発生し、さらに貧臨が継続し、その

夫婦関係の「非自立的性格」が表面化する構造に

なっているといえよう。すなわち、親の貧国を継

承し、古い社会規範に縛られ、さまざまな不利を

帯びた生活が競争社会のもっとも「弱い環」とし

て破綻し、表面化した姿が、これら食間母子世帯

ではないか、と考えられるのである。

そのことは、全体として見れば、離婚理由の階

層差といった特徴からも推測されうるものであ

る。というのは、離婚の直接的原因そのものは「あ

なたが夫と別れた原閤は何で、すか」という開き方

をした場合、その圧倒的多くが「働かないJ rギャ

ンブツレ」などによる借金の(しかもサラ金など高

利の金融に予を出す)とそのことに起関する家庭

生活の国窮と崩壊、その中でしばしば繰り返され

る暴力や酒乱、あるいは蒸発、そして女性問題や

家族関係などのトラブルである。だがよく見ると、

そこにも階層的領向が表れてきている。すなわち、

借金の積み重ねで、ついには家族の生存のための

最低限の生活必需品支出のためのお金にも手を出

すなどといったことは、どちらかといえば生活保

護受給世帯の例に多いが、女性問題を主要圏とし

た離婚は、生活保護を受けた経験はない、現在も

ある程度の「安定」した生活を送っているかに見

える世帯層に多いのである O 実際、女性開題をと

もかく理由のひとつに挙げていたのは、生活保護

受給世帯2、それ以外で6であった。

3 生活の不安定性の継承と離脱

一階層的格差の拡大一

(1 ) 離婚による生活水準の「上昇J と下降

結局離婚手続きは、その意味で形式的なぞれ以

前の生活破綻の追認にすぎないともいえる。そこ

では、よく指摘されているように、わが屈の離婚

の法的手続きの問題と相まって、ほとんど離婚時

にF可らかのチェックも{動かないシステムになって

いることが、さらに後の困難をもたらす。すなわ

ち、その後の生活再建に向けた方向とも関連した、

子どもの養育費の取り決めや財産分割などを決め

るのに重要な意味を持つ法的手続きなしの、単な

る届け出のみの「協議離婚」が一般的であること

が、とくに離婚後にさまざまな問題を母子世帯に

もたらしてくる。

もっともそうはいっても、先に見たように、夫

側の「自立」もままならない状抗であったり、「何

も分割する財産はない」ことも多い。調査世帯に

関して具体的にいえば、 20世帯が協議離婚であ

り、残りの世帯が何らかの調停を受けていた。そ

してこのうち、調停を受けたあるいはその他のわ

ずかの世帯が金銭等何らかの取り分を受けている

以外は、ほとんどが「単なる」届け出であり、

の身着のままの離婚であった。このうちさらに、
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「わけるものどころか、むしろ借金があった」とす

る世帯が6例あり、うち 5世帯が生活保護世帯で

あった。 伺らかの癒謝料や財産分割をしている例

はすべて非保護世帯であり、その意味で離婚自体

にも、当然ながらそれ以前の生活の「階層性Jが

反映していることがわかる。

その中で注目されるのは、しばしば他の調査な

どでも指摘されていることだが、離婚直前の生活

があまりに貧窮化していたことからJ離婚後の生

活水準はどうでしたか」という質問に対しては、

離婚を契機にむしろ「上昇」したとしている世帯

が伺例か存在していたことである。すなわち、「離

婚前の生活はどうでしたか」に対して、「きわめて

不十分であった」という回答は 14世帯(うち生活

保護受給世帯9)、「十分生活維持できたJ 6世帯

(うち非受給世帯5)などであった。しかし「離婚

後のあなたの生活水準はどうでしたか」に対する

自答では、生活保護受給世帯のうち 5世帯が離婚

直後は「上がった」、非保護世帯でも 3世帯が度後

は「上がった」としている。何にもない「財産」

どころかむしろ借金生活に「びくびく」するよう

な生活であったこと、さらには家庭内暴力からの

解放によって、経済的のみならず、精神的にも

活が「安定J r上昇」したと感じられることがあっ

たのだろう。事実、調査世帯のほとんどが離婚に

よって「より自由が感じられたJ としている。そ

の意味で「離婚」あるいはその後の「生活保護J

の意義は、彼女たちにとって大きいものであった

ことがあらためて実感される。

しかし賞罰からの の一方で、貧困への

「下降」も形成される場合があるのはいうまでもな

い。その場合は、それなりに「安定した」経済状

況や、ローンつきであれ新築住宅での生活といっ

た経験があった場合などである。それゆえにまた、

離婚後の生活の国難のショックは大きいことが想

像される。非保護世帯のうち 8世帯は、「離婚後の

あなたの生活水準はどうでしたか」に対しては、

8世帯が「直後は下がったJ としていることがそ

れを裏付ける。

なお「あなたは現在の坂入で満足のいく生活を

送ることができていますかJ に対して、生活保護

受給世帯では (rできているJ4、「できていない」

6、「どちらともいえないJ2、「不明J 1)、それ

以外の世帯では (rできているJ 5、「できていな

いJ 5 、「どちらともいえないJ 2、「不明J 2) 

となっている。このうち保護受給世帯で「できて

いるJ としているのは子どもが小さし本人の年

齢も若い場合、および子どもの数が多い場合であ

り、非保護世帯で「できているJとしているのが、

介護職、事務職などで「安定」している

場合であることは見ておきたい。

このように見ると、生活水準に関する意識ある

いは認識は、生活保護の「基準J (算定)のあり方

とともに、離婚後ある年数が立ち、生活が変化し

てくる中でまた変わってくると考えるべきであろ

う。したがって生活保護を受給している世帯の中

でも、またそうでない世常の中でも、「満足J r不

満足」などの意識のばらつき(差)が見られるの

は、そのあたりの事情の差を示唆しているともい

える。すなわちその背後には、母親の安定した就

労の確保の有無、母親と子どもの年齢段賠の影響

(子どもが就学前か就学後か)、子どもの数、ある

いはそのことに客、接に関連した再婚の可能性の有

無、離婚誼前の生活の困窮度の度合い、さらには

周回の生活水準・環境などの影響があるのだろう。

だがそうはいっても、北梅道のような積雪寒冷

地での「風呂もない、シャワーもない、せまい古

い炭住アパート」における生活状態が、当事者た

ちによって必ずしも「貧顕」という認識でとらえ

ていたわけではなかったこと(たとえ開き取りを

する側が、杓子定規の質問のしかたをしたとして

も、また回答する慨も受け止め方に違いがあって

も)は見ておきたい。

すなわち、少なくとも「あなたの生活は上・中

の上・中流・中の下・下・わからないのうちどれ

ですかj という質開に対して、たとえば生活保護

世帯のうちでも、その回答は (r中流J 2、「中の

下J 3、「下J 5、「わからないJ r不明J 3)、そ

れ以外の世帯では (r中の上J 2、「中流J 3、「中

の下J 3、「下J 3、「わからないJ r不明J 3)と
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なっているのは、先に指摘したそれぞれの「生活」

に応じた意識の違いとともに、やはり控目される

ところである。もっとも、相対的・客観的にいえ

ば、かつて生活保護を受給し、現在は「安定した」

仕事に就いている母親がいうように、「他から(周

りの友だち)比べたら下の方ですがねJ i地元で相

対的に見たら中の位置J i役所の人から見たら下、

公務員とは全然違いますJ(世帯番号 15)というの

が的を射ているといえよう。

しかし、このように相対化しうる「貧臨水準J

意識、あるいは周囲の地域社会の貧国(その多く

は高齢者世帯貧閤の存在)ゆえに、ある穣の「安

心感J (貧閣にもかかわらず)をもたらしている部

分もあるかもしれない。とくに当地の「住み易さ」

を開いた質問に対しては、地元外出身者として生

活している世稿、あるいは外に出ていく

があると考えている例を除いては、ほとんどが「住

みやすい」と問答していることからも(生活保護

世帯のうち 12世帯が、それ以外の世帯では 7世帯

が)、意味は多少の違いはあれ、そのことを裏付け

ているようにも忠われる。またある母親が母子世

帯の子どもが「クラスに 4分の lもいるので、離

別家庭といっても、ここではあまり特別視されな

いJ(世帯番号21)ということも影響があるかもし

れない。

(2) 階麗幾を生み出す基盤と離脱の契機

さて、離婚後の関親などの援助の有無について

見ると、夫側の家族からの援助はほとんど皆無と

いう状態であり、要倶肋〉らのそれにはそれなりに

「階層性」を当然だが反映していた。具体的にいえ

ば、まず、妻簡の家族からも離婚後の援助は「なかっ

たJ としているのは、生活保護世帯で6、非保護

世帯で3 (その理由は、必要がなかった、親がい

ないなど)であった。そして「あった」とする世

帯の援助の内容は、「子どものお小遣い程度の生活

費の援助を受けた」、「必要に応じて子どもを預け

ることができる」、「同居している」など多様であっ

た。

なお親との関係をついでに居住の関係から見て

おくと、「単居で自ら持ち家の場合」はまったく

られずに、「たいていは親がいるが、その離も同じ

公営住宅暮らしをしている単居J形態がほとんど

で、それゆえ、何らかの援助なり関係は形成され

ている。しかしそれは、上記のように多様な形を

とりながら、その多様性の中に「階寝差」を垣間

見せているのが現実の姿であろうと推測された。

いずれにせよ「住み方」という点でいえば、本

州の大都市近郊などで親が家や土地なども分け与

える場合、あるいは比較的安定した生活をしてい

て離婚し、住宅を財産分割で受け取る場合などの

ような例はまったくなしまた親との同居ですら

少ない中で(その広さが公営住宅には保障されな

い、しかし借りることは狭さ、古さ、寒さを我糧

すれば、比較的容易にできる)、すでに見たように、

生活水準からすればそれほど大きく変わらない生

活保護受給世帯とそれ以外の混在が見られるのが

ここでの特徴といえるだろう。それはまた、大都

市の中で「埋もれている」貧困母子世帯の存在構

造とも異なっているということができるかもしれ

ない。

その中で、現時点での、また近い将来を見通し

た生活の安定性といった基準で判断すると、おそ

らく調査対象世帯は次の3種類に分類される。「子

どもが小さしあるいは母親が病気などで生活保

護を受給し、今後の展開もまだ見えない簡」、それ

とほとんど接する形で存在する「不安定ながら仕

事を通じて『自立』しようとしているが、安定し

た仕事がなく生活保護受給している層、あるいは

受給はしていないが、安定した仕事もなお確保さ

れていない欝、および再婚などを通じて新たな期

待を託しているような騎J(ここでは一部地域外移

動の意志を持つ麗も含む)、および「安定した仕事

を持ち自立している層J(ここでは一部地域外移動

の意志を持つ層も含む)(世帯番号 15、19、20、21、

24、26など)である。そしてその違いをもたらし

ている最大の要国は、いうまでもなく安定した仕

事の確保の有無であり、先に見た収入水準i400万

円」の確保ということでいえば、しかしほとんど

がなお達成されていない。

ところで、経済的に自立した生活を送っている
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と考えられる世帯の「安定した仕事」の確保はい

かにして行われたか。この点を見ていくと(少な

くともこの調査の中での限りだが)、いずれも自ら

が高校以上の学校を出て何らかの専門的資格を備

えていたか、あるいは地元での生活に親の安定し

た生活を通じた基礎を持っていた場合に、地元に

戻ってきて以降の中途採用ではあるが、その「関

係」で仕事が確保できていることが注目される。

たとえば、「夫の親が地元に新しい家を建てるとい

うので札韓から戻って同居していた。本人は地元

として{動いていたところ、夫が突然芸誌を

出ていった。親によれば女性問題ということで、

夫の親からわず、かだが慰謝料をもらい、家を出た、

幸い看護婦の仕事があったので……J (世帯番号

19)、「住んでいる公営住宅のそばに親の家があり

(持ち家)、夜勤の時はそこに子どもを預けながら

生活している。母親が現在の職場で寮母をしてい

たとき、そこに窓きがあるということで地元へ

…いJ (20)、「結婚する前に地元の信用金庫に、離

婚後事務職などを経験しつつ、母が働いていた特

別養護老人ホームに、母が辞めるときに仕事を得

たJ (21)、組大卒で建設会社を経営する家族と同

居しながら介護職に就いている (26)、などである。

このように見ると、いわゆる「コネj の有無と

いったことが影響しているといえるし、それも

実であろうが、やはり離婚後の彼女たちの生活の

「自立Jの基礎になる安定した仕事の確保にも、親

や親族の地域社会における階層的地位が、少なか

らぬ規定性を持っていたということが注倍され

る。もっとも「階層的」といっても、父親が教員

であったとか、炭坑勤務(本工)であったとかな

どであり、その差といっても、せいぜ、い地元で「安

定した生活」が営めていた、というくらいのこと

ではある。しかしいいかえれば、それは基本的に

は「公的な援助J が、母子世帯の安定した仕事の

確保には、ほとんど伺も直譲的にはなしえなかっ

た、その小さな悲を埋めるものにはなっていな

かった、ということも示唆している。たとえば、

ノfートタイムの仕事と生活保護受給しながら生活

している母親がJ役所でケースワーカーに法人間

係の仕事に就けるよう、コネ作ってくれるよう頼

んだですけれども、力になってくれない。結局(自

分たちは)弱いんですよねJ (世帯番号10)という

持、ケースワーカーがそれをできるかどうかは別

にして、あらためて仕事の確保に関する生活保護

制度と関連する政策の再検討 (welfareto work 

という視点も)を必要を示しているといえよう。

ついでいえば、生活保護受給世帯のうちには、

本人の鶴の家族のみならず、夫の舗の家族の場合

も含めて、親の離婚あるいは兄弟姉妹の離婚、さ

らには再婚の生活を経験している、またしばしば

その親が生活保護を経験していることも注日され

る。その点からすると、調査世帯の中のいくつか

が再婚の可能f生を示唆しているものの、悶特に調

査の中では失敗している例が4例あることからす

ると(世帯番号2、札口、 22)、とくに母親の仕

した自立が確保されていない場合、そして

貧臨というもっとも基嵐的な問題をなお免れない

可能性が予見される場合は、その新たな展開に伴

う危うさも指摘されねばならない。なおこの点か

らすると、今回の調査だけでははっきりとはいう

ことはできないにしても、結婚・離婚・再婚の繰

り返しは、もっとも貧困と考えられる階居に、し

ばしば見られる特徴ともいえるかもしれない。

いずれにしても、とくに具体的に一つ一つの例

を検討していくと、生活保護を受けている母子世

帯の場合、結局は悪条件が重なり合っており(歴

史的に悪条件を継承してきており)、なおかっその

後に起きる問題をきっかけに不利が増幅している

ことがわかる。たとえば親の援助の内容について

も、同じ親が年金生活でも、それ以前の炭坑生活

で本工・正社員であった場合と、国民年金のみの

生活しか送ることのできていない措層とではきわ

めて大きな格農がある。したがって援助の有無あ

るいは内容については、「高齢者(親)の経済的自

立」といったこともここでは大きく関係している

ことが見て取れる。そこでは、親もまた生活保護

を受けていたり、さらに介護を必要としていたり

する場合(世帯番号17)、仕事の確保もそのことか

ら影響を受けることになる。
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とくに仕事の確保についていえば、その多くが

経済的自立を望みながら、「時計の部品づくりをし

ていたが、リストラにあって失業したJ(世幣番号

16) r近所のコンビニで働いていたけど、子どもが

病気になって休んだ、ら、もう来なくていいといわ

れてJ(1) r市役所の掃捻婦していたけど、それも

なくなって……仕挙あれば何でもいいけどね。手

に職をつけておけばね、専業主婦は危ないね・.....J

(25)など、それぞれが瑞いでる姿が浮かび上がっ

てくる。さらに別れた夫からは、「食間ゆえに離婚

した」場合も多いことから、もちろん養育費など

の援助は少なく(あるのは 5世帯のみ)、何もない

場合がほとんどである(消息不明もまた多い)。

4 不利な世代的再生産軌道からの離脱の閤

難ーおわりにかえて

以上からあらためて感じられたのは、世代的再

生産という視点からそれぞれの世帯を概観する

と、たとえば生活保護に母子世帯の生活を「安定」

させる一時的効果はあったにしても、その後の自

立に向けた不利な状況はそう簡単に変わりそうに

なく、少なくともその家族の歴史的な階層的規定

性を越えるには相当の対応を必要とし、貧国から

の離脱は並大抵のことではない、ということであ

る。それが学生を含めた調査者側の実感的結論で

あった。

それはわれわれが、地元に戻ってきた母子世帯

を中心に開き取り調査をしたことの影響も大きい

かもしれない。いうまでもなく他方で、炭坑の衰

退とともに地元を離れ、安定した生活を営み、子

どもの教育に関しでも「成功j している例に枚挙

のいとまはなく、その階層を含めて家族の世代的

再生産という視角から接近すれば、また印象も当

然違ってくるからである。

しかし、その点での「一方的」な調査という性

格は免れないにしても、「はじめに」でも触れたよ

うに、大都市から離れた!日産炭地という地域社会

の中で暮らす母子世帯が、当事者たちの意識はさ

まざまであったが、外部者としての謂査者側から

見れば明らかに「食器」と恩われる環境の中で、

に向けた苦闘とある種の「住み易さJという、

両方の中で暮らしていることの一端は、描き出せ

たのではないかと患う o 調査に参加したひとりの

学生は、世帯番号17の家陸訪問の感想、を次のよう

に述べている。

「最初、お母さんの表構も疲れた感じで堅く、調

査に対していやな感じを抱いているのかと思った

が、すすめていくうちに徐々にいろいろ話してく

れるようになり、笑顔も見られるようになった。

夫の暴力が結構あったようで、その話になると表

情が悲痛そうな気がした。不思議というか疑問に

患ったのは、ここの女性はライフコースが似た人

が多いというか、工場などさまざまな仕事を転々

としていて、そこで、出会った人と結婚・離婚・再

婚のような似た人生を辿っている人が結構いるこ

とで、たとえばここを出て職を探すとかは考えな

いのか、もう少し上の学校を出て手に織をつける

とか。それらもやはり、すべて親の金銭面から無

理なのであって、貧閣の再生産が、地元でぐるぐ

る行われているのだなと感じた。でもお母さんは、

病気の母親の世話も毎日していて、背負うものが

とても多い。そのたまった疲れはどこで癒やされ

ているのだろうか。J

この中で将来をどう描いていくのかと考えれ

ば、その課題は擦りなく重いようにも見える。そ

れでも、子どもたちに自立する展望が見えている

場合、現在の生活がそれなりに安定した仕事に支

えられている場合、生活保護受給ということを自

らが「コントロール」できているかに見える

世帯の場合などは、周閤のサポートのあり方に

よって、さらに安定した生活が可能となると思わ

れるo しかし、残りの大半はやはりまだ不確かで

ある。

そのことからすると、すでに述べたように、今

回の調査では十分展開できなかったが、母子世帯

の貧臨からの脱出に関わる観度的補完の問題を、

あらためてもっと積極的に検討していくことが求

められる。そしてそこではまた、母親の自立した

生活の確保という課題と同時に、子どもの自立に

向けた教育の確保(保障) すでにたびたびこれ
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までにも生活保護研究の視点から強調されてきた

ことだが(10)ーをめぐる甑筈の問題について、あら

ためて分析することが重要になってくるように恩

われる。すなわち、なぜいったん貧間母子世帯に

なった場合に、少なくとも次世代のステップの基

礎となる最小限の、比轍的にいえば貧国から離脱

するための家族の「資本蓄積Jが、制度的にも掃

されていかないのか、あるいはその確保さえ困

難のか。しばしばこれまでにも指摘されてきたよ

うに、調査世帯の多くが指摘する児童扶養手当の

'18歳打ち切り問題」、生活保護受給世帯での学資

保険をかけることの閤難などは、そのことに関わ

る重要な問題である。そのことは、制度による「社

会的排除」の問題としても論じられなければなら

ない。

とくに謂査世帯の母親の「気持ち」に関わって、

なぜこのことが大事であるかといえば、事例の中

には、生活保護を受給しながら夫の借金を返して

した母親や、逆に相変わらず展望が見いだせ

ないでいる母親もあり、多様ではある。しかしい

ずれも、「離婚した後、あなたはあなたの行動や選

択を、自分ではどのように決めてきたと思います

か」という質問に対しては、在倒的には「子ども

のことを擾先に」と答えている。しかし「子ども

はすべてのエネルギー源J(世帯番号24)であって

も、子どもたちの健康問題、子育て・教育問題(低

学力・不登校など)もやはり深刻な面をしばしば

見せており、また多くの場合、「どこまで子どもの

教育を望むか」では、多くの母親が「少なくとも

子どもには高校は卒業してほしい」と回答しつつ

も、一部の安定層を除いては、高等教育となると

その「金銭的関難」をすでに早い段暗から感じ、

子どもたちもまた「望んで」早い就職を選択して

いる(子どもが大学卒業とか大学生という例は世

帯番号26の長男のみ)。総じて、親子ともども

期の段賠」で将来の選択肢が狭められていること

が強く意識されてしまっているからである。

しかもはっきりと、義務教育段轄での「子ども

と学校J '親と学校」という脈絡における貧関母子

世帯の不利は、個別的な例外はあるにしても、こ

れまでの北海道での調査結果(1りからも確認でき

るからである。そのことも含めて、母子世帯の食

器からの離脱には、本来の経済的な意味に加えて、

文化的・社会的な;意味での P.フソレテ。ューのいう

「資本」のいわばサポートといったことをもっと考

えるべきであると思われる Oなぜなら親もまた「家

庭文化」の不利を継承しているだけでなく、周期

の母子世帯や生活保護制度に対するスティグマ

も、実はマイナスの「社会資本」として貧困から

の離脱に影響していると考えられるからである。
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